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（
中
立
命
令
違
反
）

第
九
四
条

　外
国
が
交
戦
し
て
い
る
際
に
、
局
外
中
立
に
関
す
る
命
令
に
違

反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

　〔局
外
中
立
に
関
す
る
命
令
〕
陸
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
及
中
立
人
ノ

権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
、
海
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス

ル
条
約
〔
公
訴
時
効
〕
三
年
＝
刑
訴
二
五
〇
②
６
〔
本
罪
の
勾
留
期
間
〕
刑
訴
二

〇
八
の
二

第
五
章

　公
務
の
執
行
を
妨
害
す
る
罪

（
公
務
執
行
妨
害
及
び
職
務
強
要
）

第
九
五
条

　公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
に
対
し
て
暴
行

又
は
脅
迫
を
加
え
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

２

　公
務
員
に
、
あ
る
処
分
を
さ
せ
、
若
し
く
は
さ
せ
な
い
た
め
、
又
は
そ

の
職
を
辞
さ
せ
る
た
め
に
、
暴
行
又
は
脅
迫
を
加
え
た
者
も
、
前
項
と
同

様
と
す
る
。

　〔公
務
員
〕
定
義
＝
七
①
〔
予
備
・
陰
謀
・
教
唆
・
煽
動
〕
破
防
四
〇
〔
公

訴
時
効
〕
三
年
＝
刑
訴
二
五
〇
②
６
〔
特
別
規
定
の
例
〕
集
団
的
に
本
罪
を
犯
さ

せ
る
請
託
＝
暴
力
三
②
、
徴
収
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
の
暴
行
脅

迫
＝
税
通
一
二
六
②
、
検
査
を
妨
げ
る
罪
＝
税
通
一
二
八
２
、
塩
事
三
九
３
、
た

ば
こ
事
五
〇
２
、
電
通
事
一
八
九
３
〔
売
却
手
続
関
与
の
禁
止
〕
民
執
六
五
３

（
電
子
計
算
機
損
壊
等
公
務
執
行
妨
害
）

第
九
五
条
の
二

　公
務
員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
そ
の
職
務
に
使

用
す
る
電
子
計
算
機
若
し
く
は
そ
の
用
に
供
す
る
電
磁
的
記
録
を
損
壊

し
、
若
し
く
は
そ
の
職
務
に
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
虚
偽
の
情
報
若
し

く
は
不
正
な
指
令
を
与
え
、
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
電
子
計

算
機
に
使
用
目
的
に
沿
う
べ
き
動
作
を
さ
せ
ず
、
又
は
使
用
目
的
に
反
す

る
動
作
を
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

　〔公
務
員
〕
定
義
＝
七
①
〔
電
磁
的
記
録
〕
定
義
＝
七
の
二
〔
公
訴
時
効
〕

三
年
＝
刑
訴
二
五
〇
②
６

（
封
印
等
破
棄
）

第
九
六
条

　公
務
員
が
施
し
た
封
印
若
し
く
は
差
押
え
の
表
示
を
損
壊
し
、

又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
封
印
若
し
く
は
差
押
え
の
表
示
に
係
る

命
令
若
し
く
は
処
分
を
無
効
に
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く

は
二
百
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　〔公
務
員
〕
定
義
＝
七
①
〔
封
印
若
し
く
は
差
押
え
の
表
示
〕
動
産
＝
民
執

一
二
三
③
、
税
徴
六
〇
②
〔
公
訴
時
効
〕
三
年
＝
刑
訴
二
五
〇
②
６
〔
加
重
規

定
〕
九
六
の
五
、
組
織
犯
罪
三
〔
売
却
手
続
関
与
の
禁
止
〕
民
執
六
五
３

（
強
制
執
行
妨
害
目
的
財
産
損
壊
等
）

第
九
六
条
の
二

　強
制
執
行
を
妨
害
す
る
目
的
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
五

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
情
を
知
っ
て
、

第
三
号
に
規
定
す
る
譲
渡
又
は
権
利
の
設
定
の
相
手
方
と
な
っ
た
者
も
、

同
様
と
す
る
。

一

　強
制
執
行
を
受
け
、
若
し
く
は
受
け
る
べ
き
財
産
を
隠
匿
し
、
損
壊

し
、
若
し
く
は
そ
の
譲
渡
を
仮
装
し
、
又
は
債
務
の
負
担
を
仮
装
す
る

行
為

二

　強
制
執
行
を
受
け
、
又
は
受
け
る
べ
き
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状

を
改
変
し
て
、
価
格
を
減
損
し
、
又
は
強
制
執
行
の
費
用
を
増
大
さ
せ

る
行
為

三

　金
銭
執
行
を
受
け
る
べ
き
財
産
に
つ
い
て
、
無
償
そ
の
他
の
不
利
益

な
条
件
で
、
譲
渡
を
し
、
又
は
権
利
の
設
定
を
す
る
行
為

　〔強
制
執
行
〕
民
執
、
財
産
刑
等
の
執
行
＝
刑
訴
四
九
〇
―
四
九
四
〔
公
訴

時
効
〕
三
年
＝
刑
訴
二
五
〇
②
６
〔
加
重
規
定
〕
九
六
の
五
、
組
織
犯
罪
三
〔
特

別
規
定
〕
詐
欺
破
産
＝
破
二
六
五
〔
売
却
手
続
関
与
の
禁
止
〕
民
執
六
五
３

（
強
制
執
行
行
為
妨
害
等
）

第
九
六
条
の
三

　偽
計
又
は
威
力
を
用
い
て
、
立
入
り
、
占
有
者
の
確
認
そ
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し
て
い
る
車
両
通
行
帯
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

二

　第
四
十
条
の
規
定
に
従
う
た
め
、
又
は
道
路
の
損
壊
、
道
路
工
事
そ

の
他
の
障
害
の
た
め
、
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
車
両
通
行
帯

を
通
行
の
区
分
に
関
す
る
規
定
に
従
つ
て
通
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（
罰
則

　第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
〔
五

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十
七
条
の
二
の

二
第
一
項
第
八
号
ホ
〔
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
〕、
第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕

　第
三
項

に
つ
い
て
は
第
百
二
十
条
第
一
項
第
三
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕、

同
条
第
三
項
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

（
他
の
車
両
に
追
い
つ
か
れ
た
車
両
の
義
務
）

第
二
七
条

　車
両
（
道
路
運
送
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
る
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

路
線
定
期
運
行
又
は
同
法
第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
特
定
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
以
下
「
乗
合
自
動
車
」
と
い
う
。）
及

び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。）
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
政
令
で
定
め
る
最
高
速
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
最
高
速
度
」
と

い
う
。）
が
高
い
車
両
に
追
い
つ
か
れ
た
と
き
は
、
そ
の
追
い
つ
い
た
車

両
が
当
該
車
両
の
追
越
し
を
終
わ
る
ま
で
速
度
を
増
し
て
は
な
ら
な
い
。

最
高
速
度
が
同
じ
で
あ
る
か
又
は
低
い
車
両
に
追
い
つ
か
れ
、
か
つ
、
そ

の
追
い
つ
い
た
車
両
の
速
度
よ
り
も
お
そ
い
速
度
で
引
き
続
き
進
行
し
よ

う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

　車
両
（
乗
合
自
動
車
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
を
除
く
。）
は
、
車
両
通
行

帯
の
設
け
ら
れ
た
道
路
を
通
行
す
る
場
合
を
除
き
、
最
高
速
度
が
高
い
車

両
に
追
い
つ
か
れ
、
か
つ
、
道
路
の
中
央
（
当
該
道
路
が
一
方
通
行
と
な

つ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
道
路
の
右
側
端
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）
と
の
間
に
そ
の
追
い
つ
い
た
車
両
が
通
行
す
る
の
に
十
分
な
余
地

が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

で
き
る
限
り
道
路
の
左
側
端
に
寄
つ
て
こ
れ
に
進
路
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。最
高
速
度
が
同
じ
で
あ
る
か
又
は
低
い
車
両
に
追
い
つ
か
れ
、か

つ
、
道
路
の
中
央
と
の
間
に
そ
の
追
い
つ
い
た
車
両
が
通
行
す
る
の
に
十

分
な
余
地
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
追
い
つ
い
た
車
両
の
速
度
よ
り

も
お
そ
い
速
度
で
引
き
続
き
進
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、同
様
と
す
る
。

（
罰
則

　第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

（
追
越
し
の
方
法
）

第
二
八
条

　車
両
は
、
他
の
車
両
を
追
い
越
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
追

い
越
さ
れ
よ
う
と
す
る
車
両
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
前
車
」
と
い

う
。）
の
右
側
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

　車
両
は
、
他
の
車
両
を
追
い
越
そ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
車
が

第
二
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
十
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
道
路
の
中
央
又
は
右
側
端
に
寄
つ
て
通
行
し
て
い
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
左
側
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

　車
両
は
、
路
面
電
車
を
追
い
越
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
車
両
が
追

い
つ
い
た
路
面
電
車
の
左
側
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

軌
道
が
道
路
の
左
側
端
に
寄
つ
て
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

４

　前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
追
越
し
を
し
よ
う
と
す
る
車
両
（
次
条

に
お
い
て
「
後
車
」
と
い
う
。）
は
、
反
対
の
方
向
又
は
後
方
か
ら
の
交

通
及
び
前
車
又
は
路
面
電
車
の
前
方
の
交
通
に
も
十
分
に
注
意
し
、
か

つ
、
前
車
又
は
路
面
電
車
の
速
度
及
び
進
路
並
び
に
道
路
の
状
況
に
応
じ

て
、
で
き
る
限
り
安
全
な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則

　第
一
項
及
び
第
四
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項

第
四
号
〔
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十

七
条
の
二
の
二
第
一
項
第
八
号
ヘ
〔
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万

円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
〔
三
月
以
下
の
拘
禁

刑
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕

　第
二
項
及
び
第
三
項
に
つ
い
て
は
第

百
十
九
条
第
一
項
第
六
号
〔
三
月
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
万
円
以
下
の

罰
金
〕）
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（
罰
則

　第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
〔
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

（
本
線
車
道
の
出
入
の
方
法
）

第
七
五
条
の
七

　自
動
車
は
、
本
線
車
道
に
入
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
加
速
車
線
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
加
速
車
線
を
通
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

　自
動
車
は
、
そ
の
通
行
し
て
い
る
本
線
車
道
か
ら
出
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
前
か
ら
出
口
に
接
続
す
る
車
両
通
行
帯

を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
減
速
車
線
が
設

け
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、そ
の
減
速
車
線
を
通
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則

　第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
八
号
〔
二
万
円
以
下
の
罰
金
又
は

科
料
〕）

（
停
車
及
び
駐
車
の
禁
止
）

第
七
五
条
の
八

　自
動
車
（
こ
れ
に
よ
り
牽け
ん

引
さ
れ
る
た
め
の
構
造
及
び
装

置
を
有
す
る
車
両
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
は
、
高
速

自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
は
、
法
令
の
規
定
若
し
く
は
警
察
官
の
命
令
に

よ
り
、
又
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
一
時
停
止
す
る
場
合
の
ほ
か
、
停
車

し
、
又
は
駐
車
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

　駐
車
の
用
に
供
す
る
た
め
区
画
さ
れ
た
場
所
に
お
い
て
停
車
し
、
又

は
駐
車
す
る
と
き
。

二

　故
障
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
停
車
し
、
又
は
駐
車
す
る
こ
と
が
や
む

を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
停
車
又
は
駐
車
の
た
め
十
分
な
幅
員
が
あ

る
路
肩
又
は
路
側
帯
に
停
車
し
、
又
は
駐
車
す
る
と
き
。

三

　乗
合
自
動
車
が
、
そ
の
属
す
る
運
行
系
統
に
係
る
停
留
所
に
お
い

て
、
乗
客
の
乗
降
の
た
め
停
車
し
、
又
は
運
行
時
間
を
調
整
す
る
た
め

駐
車
す
る
と
き
。

四

　料
金
支
払
い
の
た
め
料
金
徴
収
所
に
お
い
て
停
車
す
る
と
き
。

２

　第
五
十
条
の
二
か
ら
第
五
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
自
動
車
が
前

項
の
規
定
に
違
反
し
て
停
車
し
、
又
は
駐
車
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
一
条
第
三
項
中

「
当
該
車
両
が
駐
車
し
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超

え
な
い
道
路
上
の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る
場
所
」
と
、
同

条
第
四
項
中
「
当
該
車
両
が
駐
車
し
て
い
る
場
所
か
ら
の
距
離
が
五
十

メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
範
囲
の
地
域
内
の
道
路
上
に
当
該
車
両
を
移
動
す

る
場
所
が
な
い
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
政
令
で
定
め
る
場
所
に
当

該
車
両
を
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
駐

車
場
、
空
地
、
第
三
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外
の
道
路
上
の
場
所
そ
の
他

の
場
所
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
に
規
定
す
る
場
所
以
外
の
場
所
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

　高
速
自
動
車
国
道
等
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
駐
車
し
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
自
動
車
で
あ
つ
て
、
そ
の
運
転
者
が
こ
れ
を
離
れ
て

直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
も
の
は
、
第
五
十
一
条

の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
放
置
車
両
と
み
な
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用

す
る
。

（
罰
則

　第
一
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
七
条
の
二
第
一
項
第
四
号
〔
五

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
〕、
第
百
十
七
条
の
二
の

二
第
一
項
第
八
号
ル
〔
三
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰

金
〕、
第
百
十
九
条
の
二
の
四
第
一
項
第
二
号
〔
十
五
万
円
以
下
の
罰

金
〕、
第
百
十
九
条
の
三
第
一
項
第
四
号
〔
十
万
円
以
下
の
罰
金
〕

　第

二
項
に
つ
い
て
は
第
百
十
九
条
第
一
項
第
七
号
〔
三
月
以
下
の
拘
禁
刑

又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
〕）

（
重
被
牽け
ん

引
車
を
牽け
ん

引
す
る
牽け
ん

引
自
動
車
の
通
行
区
分
）

第
七
五
条
の
八
の
二

　牽け
ん

引
す
る
た
め
の
構
造
及
び
装
置
を
有
す
る
大
型
自

動
車
、
中
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
又
は
大
型
特
殊
自

動
車
（
以
下
「
牽け
ん

引
自
動
車
」
と
い
う
。）
で
重
被
牽け
ん

引
車
を
牽け
ん

引
し
て

い
る
も
の
が
車
両
通
行
帯
の
設
け
ら
れ
た
自
動
車
専
用
道
路
（
次
項
に
規

定
す
る
も
の
に
限
る
。）
又
は
高
速
自
動
車
国
道
の
本
線
車
道
を
通
行
す
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